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議
黍
寮
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十
二
号

三
旬
町
老
人
寓
意
衰
助
成
条
例
の
制
定
陀
つ
S
て

′

三
鶴
野
老
人
医
療
費
助
成
条
例
を
､
次
の
と
お
わ
h
制
定
す
る
こ
と
に
つ
S
で
'
地
方
自
治
鋲

(
昭
空
言
二
年
洗
浄
璽
ハ
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
ょ
わ
､
本
議
会
の
議
決
を

め
る
｡

昭
和
図
十
六
年
九
斉
二
十
日

三

朝

町

長
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放
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己

昭
和
四
輪
未
年
九
月
廿
毒
席
馨
可
決

三
朝
町
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会
報
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禎
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町
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薦
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幾

　

粥
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(
日
的
)

一

竺
条
　
こ
の
条
例
綻
･
J
老
人
の
際
盛
栄
に
つ
1
て
助
成
す
る
と
と
托
羊
n
F
老
人
の
怖
巌
の
保
輯
及
び
生

∫

活

の

安

定

を

野

を

r

も

っ

た

老

人

の

裕

社

を

増

進

す

る

と

主

を

巨

的

と

一

す

る

｡
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1･

第
二
集
　
こ
の
東
研
柁
お
等
r
老
空
と
誓
七
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
､
町
内
に
住
所
を
有
し
､

か
つ
､
引
息
続
■
豊
二
倍
月
以
上
鹿
校
県
内
紅
色
所
を
肴
す
る
も
の
を
S
ゥ
●

c
q
　
と
の
傘
例
杵
戦
&
イ
T
社
余
弊
晩
餐
革
J
七
杜
'
次
の
各
号
に
拷
締
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
忙
毒
づ
く
命

ヽ

令

を

S

う

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

/

一
ヰ
康
保
険
法
(
大
正
十
7
年
法
縛
集
七
十
や
)

こ
　
8
品
労
働
岩
農
旗
保
険
法
(
噂
和
二
十
花
車
卓
欝
革
二
者
七
号
)

屠
最
鍵
盛
幣
除
法
蒜
警
手
三
年
鼓
有
蘇
軍
費
三
時
吋
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玉
　
道
家
公
番
兵
共
済
組
合
鎮
(
崎
和
三
十
三
年
法
律
桑
雪
等
A
号
)

･I

ド

大
　
公
弟
企
業
梼
聡
良
等
茶
所
組
合
法
(
昭
和
n
r
や
r
串
法
律
弟
至
二
十
蹄
号
▼

_

七
　
地
方
公
務
鼠
等
共
済
組
合
法
(
滞
空
二
十
七
年
鼓
舞
第
首
五
十
二
号
-

A
　
私
立
学
校
数
韻
員
共
済
組
合
法
.
(
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
官
四
十
五
号
)
　
　
/

S
　
と
の
典
例
綻
か
い
て
r
被
保
険
者
等
｣
と
は
'
社
会
保
険
各
法
や
規
奄
杵
上
る
被
保
険
膚
'
組
合
長
暮

し
く
壮
私
鉄
着
者
(
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
針
者
を
含
む
｡
以
下
同
じ
｡
)
又
絞
社
会
保
険
各
法
以
外
の
法

∫

令
の
規
定
托
£
歩
医
療
蛍
を
負
担
す
る
患
者
著
し
く
姓
奇
の
敢
喝
者
考
し
･
V
は
民
法
(
明
挙
手
九
年
法

～

律
弟
八
十
九
号
)
欝
入
官
七
千
七
集
好
(
凍
托
定
め
か
兼
孝
義
漁
者
幸
い
今
｡

(
助
成
)

望
遠
　
町
姓
,
老
人
(
生
活
保
慮
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
官
四
十
四
号
)
把
よ
か
俣
轟
を
曳
け
て
い

I

る
者
を
除
ぐ
｡
以
下
同
じ
O
L
)
が
款
の
各
号
に
掲
げ
る
頗
尊
叉
妊
医
境
を
受
け
た
と
を
は
へ
当
鼓
擬
拳
又

は
医
療
柁
貸
せ
る
費
用
の
･
う
ち
､
社
会
像
陵
各
島
そ
敵
地
Q
鮭
令
の
規
定
に
上
･
E
h
被
保
険
者
等
が
免
適
す

私
こ
と
と
を
る
食
用
八
枚
禽
保
険
各
臣
に
規
定
す
る
附
加
給
付
金
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
､
冶
付
金
が
あ

一

/

～

る
と
き
姓
,
酋
鞍
漁
村
金
の
額
忙
粕
婆
す
る
軽
骨
控
除
し
た
額
｡
放
下
r
医
虎
資
｣
と
i
う
.
)
の
金
敷

E

T

 

u

と

も
J



を
助
成
す
る
も
の
と
す
る
｡

7
　
社
会
保
険
各
法
の
規
定
に
上
る
層
兼
の
給
付
若
し
く
は
虎
奉
賛
の
支
給
又
壮
家
族
庶
事
資
の
支
給

の
対
条
と
な
る
療
霊
･
･
;

二
ノ
社
会
保
険
各
法
以
外
の
港
令
の
規
定
に
よ
る
鹿
茸
又
は
医
療

ヽ

第
四
壌
　
医
療
費
の
助
成
は
'
療
奉
又
吐
医
療
を
受
け
た
病
院
若
し
く
紘
診
療
席
又
は
薬
局
(
払
下
｢
医

療
機
関
等
｣
と
S
.
う
｡
)
に
支
払
う
こ
と
･
に
上
っ
て
行
な
う
｡

ノ

ど

之
､
鳥
取
廉
外
の
医
療
機
願
等
に
か
S
.
て
療
養
又
は
医
療
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
か
い
て
､
凄

保
険
者
等
が
医
療
費
を
支
払
っ
た
と
き
に
か
け
る
,
W
顕
支
払
っ
た
医
療
費
の
助
成
比
'
前
萌
の
規
定
に

/

か
.
か
わ
す
ず
被
保
険
者
亀
に
支
払
う
こ
と
に
上
っ
て
行
を
う
｡

(
受
紗
資
格
証
の
交
村
等
)

題
五
条
　
町
長
は
､
老
人
は
対
し
､
そ
の
者
の
申
請
に
.
撃
つ
溝
'
老
人
医
庶
助
成
費
受
給
資
格
証
へ
以
下

｢
受
給
資
格
鼠
｣
と
い
う
｡
)
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
｡

之
　
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
蕃
性
'
老
人
､
医
療
助
成
費
受
給
資
憾
証
交
付
申
請
者
に
社
会
保
険
各

法
の
規
定
に
上
る
被
保
険
者
へ
組
合
長
又
は
被
我
鼻
音
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
事
類
者
の
他
の
規
則
で

二
へ
ノ
｢
ノ
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､

慮
れ
る
寺
類
を
添
付
し
て
町
長
に
連
打
し
な
け
れ
ば
な
ら
を
S
｡

(
受
給
資
格
証
の
提
示
等
)

第
六
条
　
老
人
比
､
療
養
又
は
医
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
垂
は
､
当
該
療
草
叉
紘
医
療
せ
受
け
る
医
療

機
関
等
に
受
給
資
格
証
を
撃
不
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

2
　
度
奉
又
は
医
療
を
受
け
る
老
人
は
､
町
長
が
あ
ら
か
じ
め
安
付
し
た
老
人
k
4
,
療
助
成
費
受
給
幕
を
,

毎
月
'
医
療
機
関
等
に
連
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
姦
い
｡

(
助
成
費
の
請
凄
)

)

第
七
条
　
第
四
襲
撃
義
の
規
定
に
よ
か
医
療
費
の
助
成
を
受
け
.
る
者
吐
､
老
人
医
療
助
成
費
申
請
昔
に
､

支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
証
そ
の
由
の
渇
別
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
'
町
長
に
連
出
し
恵
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡

(
届
出
の
義
務
)

薪
<
条
　
受
給
資
格
証
の
交
付
を
受
け
溝
者
は
'
氏
名
'
住
所
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
､
す
み
や
か
に
そ
の
旨
を
町
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
を
S
｡
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乱

九
条
　
町
長
妊
1
偽
か
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
､
こ
の
条
例
に
よ
る
助
成
を
受
け
た
者
が
あ
る
と

き
絃
1
そ
の
者
か
ら
す
で
に
助
成
し
た
費
用
の
全
部
叉
竺
由
を
速
達
盲
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

{
規
則
へ
の
委
任
)

弟
十
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
托
閑
し
必
賓
を
事
壊
誓
規
則
で
定
め
る
｡

附

　

　

則

こ
の
条
例
は
､
昭
和
四
十
六
年
十
月
]
日
か
ら
祐
行
す
る
｡
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